
 

【別添２】令和４年度推進方針からの変更内容 

 

１ 国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に準拠した変更 

分 野 品 目 主な変更内容 

紙 類 塗工されていない印刷

用紙、塗工されている印

刷用紙 

総合評価値を 80 から 70 に引き下げるとともに、古紙パルプ配合率の最

低保証を60％から40％に変更する見直し。ただし、緊急的な時限措置で

あり令和7年度末までに見直す旨を備考に記載 

文 具 類 共通 大部分の材料が金属類（金属類が製品全体重量の 95%以上）の製品につ

いて新たに共通の判断の基準（リデュース設計、使用後の分解・分別）を

設定（併せて1年間の経過措置を設定） 

配慮事項に「定量的環境情報が開示されていること（以下「CFPの開示」

という。）」を追加 

布粘着テープ（プラスチ

ック製クロステープを

含む。） 

品目名称を「粘着テープ（布粘着）」から「布粘着テープ（プラスチック製

クロステープを含む。）」に変更するとともに、バイオマスプラスチックに

係る判断の基準を追加 

ノート 塗工されている印刷用紙の判断の基準の変更に伴う修正 

オフィス家具等 共通 エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであることを判断の基準

として記載（タイプⅠ環境ラベルの活用） 

配慮事項にCFPの開示及び「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフ

セットされた製品であること（以下「カーボン・オフセットされた製品」

という。）」を追加 

個室ブース 新規追加 

ディスプレイスタンド 新規追加 

画像機器等 複合機、プリンタ、プリ

ンタ複合機 

判断の基準の基準値1としてCFPの開示を設定（1年間の経過措置を設定） 

配慮事項にカーボン・オフセットされた製品を追加 

家 電 製 品 電気冷蔵庫、電気冷凍冷蔵

庫、電気冷凍庫 

経過措置の終了 

テレビジョン受信機 省エネ法トップランナー基準の達成状況に基づきエネルギー消費効率に係

る判断の基準を引き上げ（経過措置の終了） 

配慮事項にCFPの開示を追加 

電気便座 暖房便座のみのものを対象から除外 

配慮事項にCFPの開示を追加 

エアコンディ 

ショナー等 

家庭用エアコンディシ

ョナー 

業務用エアコンディシ

ョナー 

「エアコンディショナー」を「家庭用エアコンディショナー」「業務用エアコ

ンディショナー」に分割し、品目名称を変更【品目数2増1減】 

家庭用エアコンは省エネ法トップランナー基準（目標年度：壁掛形 2027

年度、壁掛形以外・マルチタイプ2029年度）の改定に伴う判断の基準の

変更 

業務用エアコンのうちビル用マルチは冷媒に 2 段階の判断の基準を設定

し、基準値 1 として省エネ法トップランナー基準 88％以上達成かつ

GWP750 以下の冷媒の使用を設定。ビル用マルチ以外の店舗・事務所用

エアコンについてはGWP750以下の対象範囲を拡大 

照 明 LED照明器具 非常用の照明装置（停電時のみに点灯する専用型）は対象外である旨備考

に明記 

配慮事項にCFPの開示及びカーボン・オフセットされた製品を追加 

蛍光ランプ（大きさの区分

40形直管蛍光ランプ） 

品目削除 

電球形LEDランプ 「電球形状のランプ」から電球形蛍光ランプを削除するとともに、品目名

称を「電球形LEDランプ」に変更【品目数増減なし】 

エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであることを判断の基準

として記載（タイプⅠ環境ラベルの活用） 

振動又は衝撃に耐えることを主目的とするものは対象外とする旨備考に追

記するとともに、電球形 LED ランプのうち、GX53 口金の固有エネルギ

ー効率に係る判断の基準を変更 

配慮事項にCFPの開示及びカーボン・オフセットされた製品を追加 

消 火 器 消火器 エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであることを判断の基準

として記載（タイプⅠ環境ラベルの活用） 



分 野 品 目 主な変更内容 

配慮事項にCFPの開示を追加 

消火器の設置台又は収納箱等への再生プラスチックの使用について配慮事

項に追加 

調達者向けの留意事項に、消火器の設置、保守及び廃棄までを一括して行

う役務の調達について検討を行うことを追記するとともに、目標の立て方

に、リース・レンタル契約を含む旨記載 

インテリア・ 

寝 装 寝 具 

タイルカーペット 判断の基準の基準値1としてCFPの開示を設定 

配慮事項にカーボン・オフセットされた製品を追加 

ニードルパンチカーペッ

ト、タフテッドカーペッ

ト、織じゅうたん 

配慮事項にCFPの開示及びカーボン・オフセットされた製品を追加 

ベッドフレーム エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであることを判断の基準

として記載（タイプⅠ環境ラベルの活用） 

耐久性の向上に係る配慮事項を追加 

設 備 太陽光発電システム 太陽光発電モジュール及び周辺機器に係る情報開示項目に「維持管理」を

追加するとともに、各項目に体制の保有を追加 

修理及び部品交換が容易である等の設計がなされていることを配慮事項か

ら判断の基準に格上げ 

架台の適切な設計について長期使用の観点も踏まえて行うよう調達者向け

の留意事項を修正 

低放射フィルム 新規追加 

役 務 印刷 塗工されていない印刷用紙及び塗工されている印刷用紙の判断の基準の変

更に伴う修正 

機密文書処理、輸配送、

旅客輸送、飲料自動販売

機設置、引越輸送、会議

運営 

低公害車・低燃費車の使用等に係る配慮事項に電動車等を追加 

蛍光灯機能提供業務 品目削除 

クリーニング 配慮事項にプラスチック製のハンガーの再生プラスチック配合率は可能な

限り高いこと、包装用のプラスチック製の衣類カバーの薄肉化・減量化を

図ること及び提供するプラスチック製の袋について再生プラスチックを使

用することを追加 

低公害車・低燃費車の使用に係る配慮事項に電動車等を追加 

印刷機能等提供業務 コピー等3品目の判断の基準等の変更に伴う修正 

 

２ 県独自品目の変更 

(１) 県有施設で使用する電気の「省ＣＯ２化」 

   電気の省ＣＯ２化の要件において、「省ＣＯ２化の要素を考慮する観点による基準表」の配点の変更を行う。 


